
（仮称）多摩市子ども・子育てに関する計画骨子（案） 令和6年7月16日

第2回多摩市子ども・子育て会議

審議資料1-1１．次期計画の概要

※こども大綱

２．こども大綱

３．次期計画骨子（案）

基本理念（案）

こども施策における重要事項

■こども大綱では、「こどもまんなか社会」を実現するための重要事項を、こども・若者の視点に立ってわかりやすく

示すため、ライフステージ別に提示している。

■次期計画の体系についても、こども大綱の考え方に基づき、ライフステージ別に基本方針を定める。

⑴ ライフステージを通した重要事項

① 子ども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有等

② 多様な遊びや体験、活躍できる機会づくり

③ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供

④ こどもの貧困対策

⑤ 障がい児支援・医療的ケア児等への支援

⑥ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラー支援

⑦ こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組

⑵ ライフステージ別の重要事項

① こどもの誕生前から幼児期まで

② 学童期・思春期

③ 青年期

⑶ 子育て当事者への支援に関する重要事項

① 子育てや教育に関する経済的負担の軽減

② 地域子育て支援、家庭教育支援

③ 共働き・共育ての推進、男性の家事・子育てへの主体的な参画促進・拡大

④ ひとり親家庭への支援

～全てのこどもや若者が自立した個人として家族や地域に支えられ、

将来にわたり希望をもって成長することのできるまちになる～

＜理由＞

■現計画である「多摩市子ども・子育て・若者プラン～第2期多摩市子ども・子育て支援事業計画」の基本理念、「子

どもや若者が自分らしく成長することを、保護者や地域のみんなで支え、ともによろこびあえるまちになる」の基本

的な考え方である、「健幸まちづくりは行政のみで実施できるものではなく、様々な主体の参画を期待し、市民の参

画を広く呼びかけながら、まちぐるみで取り組むもの」を踏襲すること。

■「こども大綱」の基本理念は、「子どもの権利条約」をもとに整理されており、「多摩市子ども・若者の権利を保障

し支援と活躍を推進する条例（以下、「子若条例」という。）」は、「子どもの権利条約」に定める四つの権利を保障し、

挑戦を応援することで、多摩市の子ども・若者の権利を規定している。

■第六次多摩市総合計画における分野別目指すべきまちの姿にも「子どもの成長をみんなで支え、ともに生きるま

ち」を掲げており、 「子どもや若者の権利が尊重され、その成長過程に応じて、幸せで自分らしく育ち、まちづくり

へ参画し活躍できるまちが実現している」ことを記載していること。

■上記のことから、子若条例の「目的」の内容をベースに、「全てのこどもや若者が自立した個人として家族や地域

に支えられ、将来にわたり希望をもって成長することのできるまちになる」を基本理念（案）とした。
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審議資料1-1

3　子どもの誕生前から安心して産み・育て

るための切れ目のない支援を行います

3-①　誕生前から乳幼児期ま

での切れ目のない支援

3-①-1　妊娠期からの切れ目のな

い保健・医療の確保

3-①-2　幼児教育・保育施設及び

多様な保育サービスの充実

3-②-3　いじめ、不登校、ひきこも

りへの支援

3-③　若者への切れ目のない

支援

3-③-1　若者への就労支援・ひき

こもり支援の推進

3-③-3　少子化対策の推進

3-①-3　幼児教育・保育の質の向

上と保幼小連携

3-②　学童期から思春期まで

の切れ目ない支援
3-②-1　学童期の保育の充実

3-②-2　放課後の子どもの居場所

の充実と健全育成

3-③-2　若者への相談支援体制の

整備

4-③-2　関係機関等との連携強

化

4-④　安全・安心なまちづく

りの推進

4-④-1　安全・安心な社会環境の

整備

4-①-3　経済的な負担軽減

4-②　親支援の充実 4-②-1　親支援の充実

4-③　ひとり親家庭への支援 4-③-1　支援制度の周知の強化

4　子育て世帯が安心して子育てできる環

境を整えます

4-①　子育てや教育に係る

負担軽減
4-①-1　家事・育児に係る支援

4-①-2　相談体制の充実

２-③　配慮が必要な子ども・

若者への支援

2-③-1　犯罪等から子ども・若者

を守る取組

2-③-2　その他配慮が必要な子

ども・若者への支援

2-①-2　ひとり親家庭への支援

２-②　障がい児・医療的ケア

児等への支援

2-②-1　障がいのある子ども・若

者への支援

2-②-2　医療的ケア児への支援

1-④　子ども・若者の育ち支

援
1-④-1　子ども・若者の育ち支援

2　子ども・若者の状況に応じた支援の充

実を図ります
２-①　貧困対策の推進 2-①-1　生活困窮家庭への支援

1-③　子ども・若者の権利侵

害の防止

1-③-1　児童虐待・いじめ防止対

策

1-③-2　社会的養護の推進

1-③-3　ヤングケアラー支援

1　子どもや若者の権利を尊重し、自分らし

く成長するために必要な支援を行います

1-①　子ども・若者の権利に

関する理解促進

1-①-1　子ども・若者の権利に関

する普及啓発

1-①-2　子ども・若者の意見表

明・参加の促進

1-②　子ども・若者の居場所

の充実

1-②-1　子ども・若者の居場所の

充実

次期計画の体系（案）

① 多摩市におけるライフステージを通した体系（基本方針等）（案）

基本方針 施策の方向性 具体的取組み

■こども大綱における「「⑴ライフス

テージを通した重要事項」の①、②、

⑥」に関連した方針

■子若条例の理念に照らし、「子ども

や若者の権利を尊重し、自分らしく

成長するために必要な支援を行うこ

と」を基本方針の一つの柱とする。

■主に、「子ども・若者の権利」に関

連した、「子若条例等の理解促進」、

「居場所の充実」、「権利侵害の防止」、

「挑戦」に関連した内容を施策の方向

性とする。

■「1-④ 子ども・若者の育ち支援」

については、こども大綱に記載のな

い内容となるが、子若条例の「挑戦

する権利」等を次期計画に掲載する

ため、施策の方向性の一つとして位

置付ける。

■子若条例等の周知、こどもの教

育・養育の場における子ども・若者

の権利に関する理解促進、子ど

も・若者の参画・意見表明の推進

■子ども・若者居場所の充実

■児童虐待防止対策等の強化

■社会的養護を必要とする子ど

も・若者に対する支援

■ヤングケアラーへの支援

■こども大綱における「「⑴ライフス

テージを通した重要事項」の③、④、

⑤、⑦」に関連した方針。

■子ども・若者それぞれに対応した

支援を行っていく必要があることか

ら、「子ども・若者の状況に応じた支

援の充実を図ります」を基本方針の

一つの柱とする。

■生活の安定に資するための支

援

■保護者の就労支援

■経済的支援

■地域における支援体制の強化

■特別支援学級

■医療的ケア児受入れ支援

■子ども・若者の自殺対策

■犯罪被害、事故、災害から子ど

も・若者を守る環境整備

■非行防止と自立支援

② 多摩市におけるライフステージ別の体系（基本方針等）（案）

基本方針 施策の方向性 具体的取組み

③ 子育て当事者への支援に関する体系

（基本方針等）（案）

基本方針 施策の方向性 具体的取組み

■こども大綱では、それぞれの学齢

期に応じた支援を行うこととして、

「ライフステージ別の重要事項」を、

「こどもの誕生前から幼児期まで」、

「学童期・思春期」、「青年期」の3

フェーズに分けて定めていることか

ら、次期計画では、各ライフステージ

に応じた切れ目ない支援を行ってい

くことを基本方針とする。

■多摩市では、こども大綱で定める

「青年期」までではなく、子若条例で

概ね30歳代までの若者を対象とし

ていることから、「青年期」で限定す

るのではなく、「若者への切れ目ない

支援」を施策の方向性に位置付ける。

■妊娠前から妊娠期、出産、

幼児期までの切れ目ない

保健・医療の確保

■こどもの誕生前から幼児

期までのこどもの成長の保

障と遊びの充実

■居場所づくり

■児童の健全育成

■いじめ防止

■不登校・ひきこもりへの

支援

■就労支援

■悩みや不安を抱える若者

やその家族に対する相談体

制の充実

■少子化対策

■こども大綱では、「子育て当事者が、

経済的な不安や孤立感を抱いたり、仕

事との両立に悩んだりすることなく、

また、過度な使命感や負担を抱くこと

なく、健康で、自己肯定感とゆとりを

持って、こどもと向き合えるようにす

ることが、こども・若者の健やかな成長

のために重要である」としていること

から、「子育て当事者」への支援を重要

事項に位置付けている。

■そのため、次期計画においても、子

育て当事者への支援や子育てしやすい

環境整備を行っていくことを、基本方

針の一つに位置付ける。

■子育て世帯が安心して子育てができ

るよう、道路交通環境の充実や良好な

住環境の確保等の取組みを推進する

ため、「安全・安心なまちづくりの推進」

を施策の方向性に位置付ける。

■幼児期から高等教育段

階までの切れ目ない負担

軽減

■相談体制の充実

■地域のニーズに応じた

様々な子育て支援の推進

■ひとり親家庭が抱える

様々な課題や個別ニーズへ

の対応

■生活支援、子育て支援、

就労支援等の推進

■道路交通環境の充実

■良好な住環境の確保

■交通安全対策


